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件    名 
６受理番号９ 

 ２０３０年のＣＯ２削減目標を６０％以上と設定することを求める陳情 

所管部課名 環境部環境政策課 

陳情の要旨 
足立区環境基本計画における２０３０年のＣＯ２排出削減目標を 

２０１３年度比６０％以上と設定することを求める。 

陳 情 者 等  請願文書表のとおり 

内容及び経過 

１ 足立区環境基本計画に示す２０３０年度ＣＯ２削減目標について 

（１）ＣＯ２削減目標 

   ２０１３年度比４６％以上削減、さらに５０％の高みをめざす。 

（２）目標設定時期 

   ２０２２年３月（第三次足立区環境基本計画改定版策定） 

２ ２０５０年ＣＯ２排出実質ゼロの実現に向けた新たな削減目標 

（１）環境審議会において検討中の新たなＣＯ２削減目標案 

   【２０３５年度目標】 

   ２０１３年度比６１％以上削減 

   【２０４０年度目標】 

   ２０１３年度比７３％削減 

（２）目標設定時期（予定） 

   ２０２７年３月（第四次足立区環境基本計画策定） 

（３）設定方法 

   第四次足立区環境基本計画の策定を学識者、区議会議員、区内事

業者、団体、区民で構成される環境審議会へ諮問。 

２０２５年に国、東京都が公表した新たなＣＯ２削減目標を参考

に事務局案を提示し、環境審議会で計画の内容と併せ検討。 

（４）国及び東京都の新たな目標設定 

  ア 国の削減目標 

（地球温暖化対策計画、２０２５年２月閣議決定） 

２０３５年度目標 ２０１３年度比６０％削減 

２０４０年度目標 ２０１３年度比７３％削減 

  イ 東京都の削減目標 

    （ゼロエミッション東京戦略、２０２５年３月公表） 

    ２０３５年目標 ２０００年比６０％以上削減 

    （２０４０年目標未設定） 
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（５）足立区のＣＯ２排出量（２０２３年度実績） 

   １８９．１万トン 
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[最新実績]

△26.1% △46.0%

[削減目標]

2035年度

CO2排出量の推移と目標への必要削減量

[削減目標]

△61.0%

[基準年度]

2013年度 2023年度 2030年度

 

３ 日本の１．５℃ベンチマークについて 

クライメート・アクション・トラッカー（国際環境シンクタンクＮ

ＧＯ）が２０２１年３月に発表した分析結果。 

日本の地球温暖化対策をパリ協定の１．５℃目標と整合させるため

には、国内の温室効果ガス（※）排出を２０３０年までに２０１３年

度比で６０％以上削減する必要がある。 

※ 温室効果ガス：主に二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロ

ン類（気象庁ホームページより） 
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４ 各区の削減目標 

  各区の排出削減目標（２０２６年４月現在）は以下のとおり。 

 削減目標

の対象 
基準年度 

（年度） 

2030年度 

削減目標 
策定時期 

足立区 ＣＯ２ 2013 

４６％以上 2022年 3月 

６１％以上 
(2035年度目標) 

2027年 3月 
（予定） 

千代田区 ＣＯ２ 2013 ４２.３％ 2021年11月 

中央区 ＣＯ２ 2013 ５０％ 2023年 3月 

港区 ＣＯ２ 2013 ５１％ 2024年 2月 

新宿区 ＣＯ２ 2013 ４６％ 2023年 2月 

文京区 ＣＯ２ 2013 ５６％ 2025年 3月 

台東区 温室効果ガス 2013 ４６％ 2024年 3月 

墨田区 温室効果ガス 2000 
６０％ 

(2035年度目標) 
2026年 3月 

江東区 ＣＯ２ 2013 ５０％ 2024年 3月 

品川区 ＣＯ２ 2013 ５０％ 2023年 3月 

目黒区 ＣＯ２ 2013 ５０％ 2023年 3月 

大田区 温室効果ガス 2013 ５０％ 2023年 3月 

世田谷区 ＣＯ２ 2013 ６２.６％ 2023年 3月 

渋谷区 ＣＯ２ 2013 ４６％ 2023年 4月 

中野区 ＣＯ２ 2013 ４６.２％ 2026年 3月 

杉並区 温室効果ガス 2013 ５４％ 2023年 9月 

豊島区 温室効果ガス 2013 ５０％ 2022年 7月 

北区 温室効果ガス 2013 ５０％ 2023年 3月 

荒川区 温室効果ガス 2013 ４７％ 2023年 3月 

板橋区 温室効果ガス 2013 
６０％ 

(2035年度目標) 
2026年 3月 

練馬区 ＣＯ２ 2013 ４６％ 2023年 9月 

葛飾区 温室効果ガス 2013 ５０％ 2022年 3月 

江戸川区 温室効果ガス 2013 ５０％ 2022年12月 

  ※ 各区ホームページより確認 
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件   名 
受理番号 7 

「工場運営企業と周辺住民の共生のための条例」の制定を求める陳情 

所管部課名 環境部生活環境保全課 

陳情の趣旨 

公害規制行政が「住民・企業・自治体という三者のパートナーシップ」を

形成する中で行われるよう、公害を発生させた企業に対し、住民への説明

会・住民との話し合い・住民との間の協定締結を促すことを主な内容とする

「工場運営企業と周辺住民の共生のための条例」の制定を求める。 

陳情者等 請願文書表のとおり 

経過 

 食肉加工業の事業場が、令和６年１１月に鹿浜から現在地（新田二丁目

８番１２号）に移転し、試運転開始以降、悪臭と騒音に関する公害苦情相

談が複数寄せられ対応してきた。 

 

１ これまでの経過 

（１）区主催の住民面談会における意見聴取 

 開催日 参加人数 

第１回 令和７年４月１７日 住民４名、区議１名 

第２回 令和７年６月２５日 住民７名 

各回とも、区の対応経過を説明するとともに住民から疑問点やご意 

見を聴取し、後日事業者に確認した上で回答した。 

（２）個別に電話で苦情相談を受付 

個別に受けた悪臭・騒音に関する苦情相談については、その都度事 

業者に伝え、必要に応じて対応を申し入れ、その結果を相談者に報告 

している。 

 

 

 

 

 

（３）区による公害現象の確認 

区は定期的に現場確認（臭気が強いとの訴えが多い早朝および、夜 

間調査を含む）を行うとともに、悪臭パネルテスト（臭気が法令で定 

める規制値を遵守しているか確認するテスト）、騒音測定を実施して 

いる。 

その結果、規制基準超過があれば行政指導を、規制基準以下の場合 

には必要に応じて申し入れを行っている。 

 悪臭 騒音 

令和６年度※1 ７ ３ 

令和７年度※2 ５ ０ 

※1 受付時期は工場稼働開始直後の１１～１２月に集中 

※2 受付時期はすべてオゾン脱臭装置設置（令和８年１月）前 

受付年度 
現象 

（単位：件） 
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ア 悪臭パネルテスト 

実施日 実施結果 

令和７年 １月２３日 規制基準以下 

令和７年 ５月２３日 規制基準以下 

令和７年１０月２８日 規制基準以下 

令和８年 ２月１７日 規制基準超過 

令和８年 ４月２１日 規制基準以下 

イ 基準超過を受けて事業者への指示内容とそれに対する回答 

事業者への 

指示内容 
事業者からの回答 

オゾン脱臭装置

の点検 

業者による装置点検の結果、オゾン濃度調整

中のため、一時的にオゾン臭が強く出た可能

性あり※。脱臭装置に異常なし 

排水処理施設各

種装置の点検 
自主点検の結果、異常なし 

基準超過の原因

究明とその対策 

原因 

新設の脱臭装置のオゾン濃度調整不足 

汚泥回収直後の検体採取による臭気増

の可能性 

対策 脱臭装置のオゾン濃度調整の継続実施 

※  今回の基準超過はオゾン脱臭装置から発生するオゾンに由来 

する臭気と思われる。検体採取時にも、過去のテストとは異な 

る臭質を認めている。 

ウ 騒音測定 

月に２回以上の現場確認を行い、その中で実施した騒音測定はい 

ずれも規制基準以下。 

（４）事業者のこれまでの対応 

ア 悪臭対策 

悪臭成分を水に吸着させるスクラバーの設置、消臭剤の使用等、 

様々な悪臭対策を導入し、令和８年１月には最も高い効果が見込め 

るオゾン脱臭装置を設置した。それにより、近隣住民から悪臭が軽 

減してきたとの声も上がっている。 

イ 騒音対策 

吸排気口への消音機設置、換気扇の静音タイプへの入れ替え等対 

策を取っている。 

ウ 住民対応 

（ア）オゾン脱臭装置設置工事についてはポスティング、本社入口へ 

の掲示、町会の回覧板等で情報提供 

（イ）住民代表からの要望書には文書で回答 

（ウ）電話による問い合わせには、その都度個別対応 
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２ 陳情の条例案と既存法令との関連について 

陳情者の条例案に関連する既存の条例や指針は以下のとおりである。 

（１）東京都都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下、既存

条例という） 

ア 条例案第１０条 

既存条例において「規制基準を遵守せず区の指導にも従わず周辺 

の生活環境に重大な影響を与えている場合については、改善勧告・ 

改善命令等の行政措置を行うことができる。」と規定されている。 

（２）（環境省）新しい地域パートナーシップによる公害防止取組指針 

（以下指針という。内容は別紙参照） 

この指針は、事業者、地域住民、自治体の三者が情報共有とコミュ 

ニケーションを通じて信頼関係を築き、その相互信頼に基づいた三者 

の協力関係によって、「公害のないよりよい環境を目指した地域づく 

り」に向けた望ましいあり方として示されているが、義務として定め 

たものではない。 

  ア 条例案第３条、第５条、第６条 

指針において、コミュニケーションの例として工場見学会や三者 

会合の開催は望ましいとされている。 

イ 条例案第４条、第９条 

指針において、事業者、地域住民、自治体の三者間での情報共有 

は、望ましいとされている。 

  ウ 条例案第７条、第８条 

指針において協定という記載はないが、通常、協定とは当事者間 

   の合意によって成立・締結するものである。 

 

３ 近年の悪臭と騒音を主因とする公害苦情相談について 

  過去５年の公害苦情相談の悪臭と騒音についての相談件数は、下表の 

とおりである。 

現象 悪臭 騒音 

発生源 工場 
指定 

作業場 

建設 

作業 
一般 合計 工場 

指定 

作業場 

建設 

作業 
一般 合計 

令和３ 14 1 3 27 45 29 15 111 89 244 

令和４ 24 0 5 32 61 20 14 112 100 246 

令和５ 20 2 2 30 54 31 6 104 118 259 

令和６ 19 3 1 29 52 15 14 111 103 243 

令和７ 11 0 4 47 62 8 9 103 98 220 

各年度の公害苦情相談総件数は、令和３年度４３７件、４年度４２６ 

件、５年度４５０件、６年度４０５件、７年度４５２件である。 

悪臭の苦情については、以前は印刷業や塗装業等の工場に対する相談 

が多かったが、近年は飲食業や食料品を扱う一般の事業場に対する相談 

が多くなっている。 

 

（単位：件） 
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